
令和7年度市民参加事業実施状況
  （２）市民参加条例第６条第１項対象外事業

１．審議会

担当課 内容
会議等
開催数

公開した会議
の開催数

一部公開の会
議の開催数

非公開の会議
の開催数

傍聴者
総数

会議
委員数

公募
委員数

1 和光市市民参加推進会議 企画人権課
市民参加条例の運用状況・見直し等に関する
審議をする。

2 回 2 回 未定 6 人 2 人

2 和光市男女共同参画推進審議会 企画人権課
男女共同参画の推進に関する重要事項を調
査審議をする。

4 回 3 回 未定 10 人 2 人

3 和光市勤労福祉センター運営検討委員会 産業支援課
勤労福祉センターの運営について検討を行
う。

2 回 2 回 ３人 ６人 １人

4
和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会
地域福祉活動計画等推進委員会

地域共生推進課
計画の推進及び計画の評価手法について検
討する。

5 回 5 回
8人

(現時点)
15 人 2 人

5 和光市介護保険運営協議会 長寿あんしん課
介護保険事業及び包括的支援事業の運営に
関する重要事項を審議する。

4 回 4 回
24人

(現時点)
15 人 3 人

6 和光市国民健康保険運営協議会 保険年金課
国民健康保険事業の運営に関する重要事項
の審議をする。(R7は1回は書面開催)

4 回 3 回 1 回 1 人 15 人 5 人

7 子ども・子育て支援会議 子ども家庭支援課
子ども・子育て支援事業計画（こども計画）に係
る審議

2 回 2 回 2 人 20 人 2 人

8 子ども・子育て支援会議　こども・若者部会 子ども家庭支援課
こどもの権利及び福祉の向上を目的としたこど
もからの意見聴取、こども施策の検討及び評価

2 回 2 回 1 人 5 人 3 人

9 和光市医療的ケア児等支援協議会 子ども家庭支援課
医療的ケア児について、必要な支援体制の仕
組みづくり、支援サービスのあり方等に係る協
議

2 回 2 回 7 人 25 人 0 人

10 和光市都市計画審議会 都市整備課
都市計画法によりその権限に属させられた事項を
調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に
関する事項を調査審議する。

1 回 1 回 0 人 10 人 2 人

11 和光市景観審議会 都市整備課
景観計画の変更、景観形成に係わる重要な事項
などについて、市長の諮問に応じて審議する。

2 回 2 回 未定 6 人 2 人

12 和光市空家等対策協議会 都市整備課
空家等対策計画の策定及び空家等対策の推
進に関する事項等を協議する。

1 回 1 回 未定 11 人 2 人

13 和光市下水道事業運営審議会 企業経営課
和光市下水道事業の円滑な管理運営に関す
る事項について調査・審議をする。

1 回 1 回 未定 9 人 2 人

14 和光市水道事業審議会 企業経営課 水道事業の重要な事項の審議をする。 1 回 1 回 未定 9 人 3 人

審議会名
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令和7年度市民参加事業実施状況
  （２）市民参加条例第６条第１項対象外事業

１．審議会

担当課 内容
会議等
開催数

公開した会議
の開催数

一部公開の会
議の開催数

非公開の会議
の開催数

傍聴者
総数

会議
委員数

公募
委員数

審議会名

15 図書館協議会 図書館

図書館法に基づき設置され、図書館の運営全般に
ついて館長の諮問に応じ、意見を述べる諮問機関
です。図書館サービスの企画・実施、資料の選定
方針、予算、施設などに関する協議・助言で学識
経験者や公募市民などが委員となり、民主的な運
営を支えます。会議は原則公開で、住民の意見を
反映させる役割を持ちます。

2 回 2 回 0人 10人 2人

16 社会教育委員会議 生涯学習課
教育委員会が行う社会教育等の振興につい
て、調査、研究、提言などを行う。

4 回 4 回 未定 15 人 2 人

17 文化財保護委員会 生涯学習課
文化財に関する重要事項について調査審議
する。

3 回 3 回 未定 10 人 1 人

18 和光市公民館運営審議会
南公民館

（R7年度担当館）
館長の諮問に応じ、公民館における各種の事
業の企画実施につき調査審議する。

3 回 3 回 1 人 14 人 2 人

19 和光市スポーツ推進委員会議 スポーツ青少年課
スポーツの実技の指導その他スポーツに関す
る指導、助言を行う。

10 回 10 回
2人

(現時点)
9 人 9 人
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令和7年度市民参加事業実施状況
  （２）市民参加条例第６条第１項対象外事業

２．意見募集

開 始 ～ 終 了 日 数 提出者数 提出件数 実施日 参加者数

19 日間 6 人 7 件

説明会意見募集手続き
内容担当課

1月9日 ～ 1月30日

環境課

実施前のた
め不明

実施前のた
め不明

～

～

事業名

1 和光市DX推進方針の改定について デジタル推進課
令和3年8月に策定した「和光市DX推進全体
方針（2021～2025）」について、国の計画改定
や市の取組状況を踏まえ、改定するもの

2 路上喫煙禁止地区の追加指定
「和光市路上喫煙等の防止に関する条例」で
指定された路上喫煙等禁止地区を拡大するこ
とについて、意見募集を実施した。

4月30日

21日

5月19日

3
こどもの権利についての周知・啓発を目的とした
意見聴取

子ども家庭支援課

わこらぼ祭りや夏季スポーツ祭り、市民祭りに
おいて、こどもの権利の周知啓発を目的とした
パネル展示と、こどもへの意見聴取（展示パネ
ルに記載されたこどもの権利一覧のうと、大切
だと思う権利へシールを貼り付けてもらう）の実
施。
※複数回答可能なため提出者数・提出件数等
の算出は不可
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令和7年度市民参加事業実施結状況
  （２）市民参加条例第６条第１項対象外事業

５．説明会

課所名 内　容 開催回数 実施日 参加者数 動画再生回数

7月9日 13 人

7月12日 5 人

7月12日 9 人

7月24日 8 人

11月10日 10人

11月11日 3人

11月15日 39人

11月15日 1人

4回

1

・自動運転サービスの事業計画について（説
明）
・これからの自動運転サービスに関する意見交
換

4回公共交通政策室

事業名

2 自動運転サービス導入事業 公共交通政策室
・自動運転サービス導入事業に関する説明
・質疑応答

自動運転サービス導入事業
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令和7年度市民参加事業実施状況
  （２）市民参加条例第６条第１項対象外事業

３．パブリック・コメント

開 始 ～ 終 了 日 数 提出者数 提出件数 実施日 参加者数

説明会

～

パブリック・コメント手続き

～1

事業名 担当課 内容

2
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令和7年度市民参加事業実施状況
  （２）市民参加条例第６条第１項対象外事業

４．アンケート調査

課所名 内　容 開 始 ～ 終 了 対象者 方法 回答状況

6月2日 ～ 6月20日 和光市民 郵送 670件

～
和光市に関
心のある人

WEB

～ その他（　　　　）

7月26日 ～ 7月26日
わぴあ夏まつ
りの来場者

郵送
約170人によ
る回答

～ WEB

～ その他（対面）

6月4日 ～ 6月30日 １５歳～３５歳 郵送 ８４件

9月19日 ～ 10月15日 施設利用者 WEB １２９件

9月25日 ～ 10月9日 近隣自治会 その他（施設窓口・聞き取り） ６件

12月11日 ～ 1月16日 市内小学生 郵送 5,846件

～ 市内中学生 WEB

～
市内高校生
相当

その他（　　　　）

6月23日 ～ 7月18日 当事者世帯 郵送 14件

～ WEB

～ その他（　　　　）

こどもの権利に関するアンケート調査
（仮称）こどもの権利条例の制定に資するこど
もの権利意識の把握及び周知啓発を目的とし
た調査

資産戦略課

5
医療的ケア児のレスパイトケア事業に関する
ニーズ調査

子ども家庭支援課
今後の支援の方向性を検討するために、医療
的ケア児とその家族のレスパイトケアに対する
ニーズ把握を目的とした調査

3 和光市勤労青少年ホームに関するアンケート 産業支援課
勤労青少年ホームの今後の運営等について、
検討するためのアンケート調査

4

外環上部丸山台地区の利活用についての意
見募集
選択式と自由記述式のミックス

子ども家庭支援課

事業名

2
外環上部丸山台地区の公園に関するアンケー
ト調査(わぴあ夏まつり2025)

資産戦略課
外環広場を公園にする場合の意見募集
シール貼り

1
外環上部丸山台地区の利活用に関するアン
ケート調査
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令和7年度市民参加事業実施状況
  （２）市民参加条例第６条第１項対象外事業

６．ワークショップ

課所名 内　容 開催数 実施日 参加者数

9月6日 84名

(スタッフ含
む)

4月5日 20 人

4月19日 20 人

5月17日 14 人

5月24日 17 人

8月18日
69人（小中高
生）

～
17人（大学生
※サポート）

8月22日

2 「わこらぼまつり2025」企画運営委員会 市民活動推進課
市民のアイデアで作る協働のおまつり「わこら
ぼまつり」の企画運営

4 回

事業名

1 市民フォーラム 資産戦略課
広沢地区の活動報告と専門家による講義を
行った。その後、市民との意見交換会を実施

1 回

3 こどもワークショップ 子ども家庭支援課
小学校高学年から概ね高校生相当を対象に、
こどもの権利に係る意識醸成を目的としたワー
クショップ

5 回
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